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９ 特殊公務災害に該当した公務上死亡災害の状況 
 

平成３０年度中に認定された公務上死亡災害のうち、地方公務員災害補償法第４６条（注）に規

定する特殊公務災害に該当する事例は「警察職員」の４人であった。 
 
     （人） 

認定年度 
職員区分 

平 成 
26 年度 

平 成 
27 年度 

平 成 
28 年度 

平 成 
29 年度 

平 成 
30 年度 

合計 

警 察 職 員 2 1 - - 4 7 
消 防 職 員 1 - - - - 1 
合 計 3 1 - - 4 8 

（注）地方公務員災害補償法第４６条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生

命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に

従事し、そのため公務上の災害を受けた場合（以下略） 

表１２ 特殊公務災害に該当した公務上死亡者数の推移（過去５年間） 
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２ その他の死亡事例

（１）過重労働による被災

【事例７】部活動の指導を終えて帰宅した後、救急搬送された

団 体 区 分： 都道府県 職員の区分： 義務教育学校職員

   死 亡 年 齢： ４０歳代 災害発生年月： 平成２９年７月

   傷 病 名： ひだり脳出血 水頭症

（概 要）

被災職員は、過重で長時間に及ぶ時間外勤務が継続する中、顧問を務める男子バレー

ボール部の他校との練習試合の指導中、体調が悪くなった。指導を終えて帰宅した後、

右手や右眼が麻痺してきたため救急搬送された。搬送後も状態が悪化し、手術を行った

が、６日後に死亡した。

（安全・衛生対策）

臨時職員集会を開き、職員に事故の状況を詳しく説明し、職員各々の健康状態に対し

て共通理解を図った。教職員に対し、自身の健康管理に留意し、過度な勤務をすること

がないよう指導を行っている。

【事例８】修学旅行中、意識不明で救急搬送された

団 体 区 分： 都道府県 職員の区分： 義務教育学校職員

   死 亡 年 齢： ２０歳代 災害発生年月： 平成２８年２月

   傷 病 名： 致死的不整脈（推定）

（概 要）

修学旅行中、起床時刻を過ぎても起きてこない被災職員を心配した同僚が声をかけた

ものの反応がなく、被災職員は意識不明の状態であった。救急車の到着後、心臓マッサ

ージ等の救急措置が施された後、医療機関へ搬送され、蘇生措置を受けるものの死亡が

確認された。

（安全・衛生対策）

令和元年度内に「学校の業務改善推進プラン」を策定するとともに、教職員の勤務時

間の上限を決め、管理職による徹底した時間管理と業務改善を追求する。

【事例９】自宅で１人で過ごしていた際に自殺した

団 体 区 分： 市町村等 職員の区分： その他の職員

   死 亡 年 齢： ３０歳代 災害発生年月： 平成 21 年 10 月

   傷 病 名： 非定型縊死

（概 要）

被災職員は異動後、超過勤務・休日出勤が増え、自傷行為をして救急搬送された。そ

の後、慣らし勤務を経て復職し、通院・服薬を継続していたが、自宅で１人で過ごして

いた際に自殺した。
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（２）石綿曝露による被災 

【事例１０】水道本管（石綿セメント管）補修等の業務に従事したことによる曝露 

団 体 区 分： 市町村等 職員の区分： その他の職員

   死 亡 年 齢： ８０歳代 災害発生年月： 平成２６年５月（初診日）

   傷 病  名： 悪性中皮腫 慢性閉塞性肺疾患

（概 要）

被災職員は、水道本管（石綿セメント管）の補修作業、切断、研磨等の業務を行った

際、粉じんを多量に吸収し、悪性中皮腫を発症した。

（安全・衛生対策）

  過去にアスベストを扱う特殊業務に携わった者に対して、健康診断を実施。 

【事例１１】石綿含有建材が使用されていた設備で点検作業をしていたことによる曝露 

団 体 区 分： 市町村等    職員の区分： 電気・ガス・水道事業職員

   死 亡 年 齢： ６０歳代    災害発生年月： 平成２６年１２月

   傷 病  名： 悪性胸膜中皮腫

（概 要）

被災職員は、電気事業職員として浄水場設備の日常巡視点検業務に従事していた。石

綿含有建材が使用されていた設備に出入りし石綿を吸入していたため、悪性胸膜中皮腫

を発症した。

（安全・衛生対策）

  毎年肺レントゲン検査を実施するとともに、異変があった場合には相談するよう職員

に対して注意喚起を行った。また、被災職員と同様の業務をしていた退職者に対して健

康調査を行い、肺レントゲン検査を希望する者には受診費用の負担を行った。 
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